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－概要版－ 

 
「障害者自立支援法」の施行を受け、障がい福祉施策を推進する上で必要なサービ

ス量やその確保の方策等について定めることを目的とする「三芳町障がい福祉計画」

の第３期計画（平成24年度～平成26年度）として本計画を策定いたしました。この

計画は、「三芳町障がい者福祉計画」の実施計画と位置づけられます。今後は、この計

画に沿って、各種障がい福祉政策のなお一層の充実を図り、障がいのある方々が希望

を持ち安心して暮らすことができるよう、協働によるまちづくりを進めます。 

 

■「障がい福祉計画」の位置づけ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の期間 ■ 

H24年度 H25年度 H26年度 

   

 
○「障害者基本法」（第９条の３）に基づく、障がい者のため

の施策に関する基本的な事項を定める基本計画 

○計画期間：平成22年度から平成26年度（５年間） 

○計画の理念： 

三芳町に暮らす障がいのある人もない人もすべての人が、

お互いを認め、理解しあい、支えあいながら、ともに生活す

る社会の実現 

○基本目標：１ 情報・相談・権利擁護の充実 

２ 生活支援サービスの充実 

３ 保健・医療体制の充実 

４ 障がい児教育の充実 

５ 社会参加への支援 

６ 安心・安全な生活環境の整備 

７ 地域福祉の推進 

 

三芳町障三芳町障三芳町障三芳町障がいがいがいがい者福祉計画者福祉計画者福祉計画者福祉計画     

 

○ 「障害者自立支援法」（第88条）に基づく、 

      障がい福祉サービス等の確保に関する実施計画 

○ 計画期間：３年を１期とする 

三芳町障三芳町障三芳町障三芳町障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉計画計画計画計画    
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障障障障がいがいがいがい福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画（（（（３３３３期期期期））））    
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■基本理念  

「障害者自立支援法」の趣旨及び国の「基本指針」に示された基本理念、サービ

ス基盤整備に関わる基本的な考え方を踏まえつつ、「三芳町障がい者福祉計画」にお

いて掲げてきた『ノーマライゼーション』という大きな理念に基づき、障がい福祉

サービスを推進します。 

■基本的な視点  

基本的視点１ 訪問系サービスの充実 

 

障がいのある人に対して、共通の制度のもとで、一元的に訪問系サービスを提供

できる体制を構築することが求められています。障がいの状態やニーズに応じて、

一人ひとりが、自己決定と自己選択の尊重のもと、適切な居宅支援が受けられるよ

う、訪問系サービスの充実に努めます。 

 

基本的視点２ 日中系サービスの充実 

 

地域で自立や就労のための訓練を受けたり、職場において定着への支援を受けた

り、あるいは必要な介助を受けながら社会とのつながりを持ち、様々な活動のでき

る場を拡充することが求められています。障がいの状態やニーズに応じて、一人ひ

とりが、自己決定と自己選択の尊重のもと、適切な支援が受けられるよう、日中系

サービスの充実に努めます。 

 

基本的視点３ 地域生活移行の促進 

 

障がいのある人本人やその家族が高齢期になっても、住みなれた地域でいつまで

も暮らしていけるという安心感が求められています。いわゆる社会的入院などを解

消し、地域で安心して暮らせるよう、暮らしの場の確保に向けた居住支援や保健・

医療とも連携した自立訓練事業等を進め、地域生活移行の促進に努めます。 

 

基本的視点４ 地域生活支援事業の充実 

 

障がいのある人が、地域の中で、様々な情報の提供や相談・支援を受けながら、

積極的に外出し、地域の人々と交流し、生きいきと生活できる社会が求められてい

ます。「障害者自立支援法」における地域生活支援事業を実施し、地域における相

談支援や移動・コミュニケーション支援等の充実を図るとともに、各種の障がい福

祉サービスを適切かつ効果的に提供できるよう、地域の連携体制の充実を図ります。 



 

 3 

 
 

「障害者自立支援法」では、基本的なサービスの種類が規定されており、全国一律

で共通に提供される「自立支援給付」と、地域の状況に応じて市町村が独自に設定で

きる「地域生活支援事業」に大別されます。 

「自立支援給付」には、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受

ける場合の「訓練等給付」、従来の精神通院医療、更生医療、育成医療を統合した「自

立支援医療」、身体機能を補完、代替する補装具を購入する費用を支給する「補装具」

があります。 

「地域生活支援事業」には、相談支援事業、移動支援事業、コミュニケーション支

援事業、日常生活用具給付等事業、地域活動支援センター事業の必須５事業と、地域

の利用者の状況に応じて各市町村が実施するその他の任意事業があります。 

 

 

指定障害福祉サービス  

 

指定障害福祉サービスは、全国どこでも必要なサービスが受けられるよう設けられ

たサービスであり、提供されるサービスについて見込量を定めます。 

指定障害福祉サービスにおいては、これまでの利用実績を基に、国や県の考え方と

の整合を図りつつ、手帳所持者の増加傾向や利用率の伸びなど町の状況を考慮して見

込量を算出します。 

 

サービス名 内 容 

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護    
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せ

つ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

行動援護行動援護行動援護行動援護    
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避する

ために必要な支援、外出支援を行います。 

同行援護同行援護同行援護同行援護    
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、外出時の同行、

移動に必要な情報提供などの、移動の援護を行います。 

重度障害者等重度障害者等重度障害者等重度障害者等    
包括支援包括支援包括支援包括支援    

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的

に行います。 
  

サービス名 単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護    

        重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護    

        行動援護行動援護行動援護行動援護    

    同行援護同行援護同行援護同行援護    

    重度障害者等重度障害者等重度障害者等重度障害者等    

                    包括支援包括支援包括支援包括支援 

月 
70時間 

７人 

70時間 

７人 

70時間 

７人 

70時間 

７人 

＊:数 値 は 居 宅 介 護 全 体 
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サービス名 内 容 

生活介護生活介護生活介護生活介護    
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

います。 

療養介護療養介護療養介護療養介護    
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

短期入所短期入所短期入所短期入所    
((((ショートステイショートステイショートステイショートステイ))))    

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入

浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
  

サービス名 単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

生活介護生活介護生活介護生活介護    
55 人 

1,265人日 

57 人 

1,311人日 

57 人 

1,311人日 

58 人 

1,334人日 

療養介護療養介護療養介護療養介護    － － － － 

短期入所短期入所短期入所短期入所    
((((ショートステイショートステイショートステイショートステイ))))    

月 

8 人 

94人日 

8 人 

94人日 

8 人 

94人日 

9 人 

106人日 

         

サービス名 内 容 

自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練    
（（（（機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練））））    

対象：身体障がい者 

身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練、日

常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の関係機関との連携調整

等の支援を行います。 

自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練    
（（（（生活訓練生活訓練生活訓練生活訓練））））    

対象：知的障がい者・精神障がい者 

食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相

談支援や就労移行支援事業所等の関係機関との連携調整等の支援を行

います。 
  

サービス名 単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練    
（（（（機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練））））    

2 人 

32人日 

2 人 

32人日 

2 人 

32人日 

2 人 

32人日 

自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練    
（（（（生活訓練生活訓練生活訓練生活訓練））））    

月 

－ － － － 

  

サービス名 内 容 

就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援    
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援    
（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ型型型型・・・・ＢＢＢＢ型型型型））））    

一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約に基づいて労働の

機会を提供するＡ型と、雇用契約を結ばないＢ型があります。 
  

サービス名 単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援    
６人 

122人日 

６人 

122人日 

６人 

122人日 

６人 

122人日 

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援    

（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ型型型型））））    

２人 

44人日 

２人 

44人日 

２人 

44人日 

２人 

44人日 

就就就就労継続支援労継続支援労継続支援労継続支援    

（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ型型型型））））    

月 

26 人 

397人日 

26 人 

397人日 

27 人 

412人日 

28 人 

428人日 

＊ ： 人 は 利 用 者 実 人 数 、 人 日 は 利 用 者 延 べ 人 数 
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サービス名 内 容 
共同生活介護共同生活介護共同生活介護共同生活介護    
（（（（ケアホームケアホームケアホームケアホーム））））    

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を

行います。 

共同生活援助共同生活援助共同生活援助共同生活援助    
（（（（グループホームグループホームグループホームグループホーム））））    

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行い

ます。 

施設入所支援施設入所支援施設入所支援施設入所支援    
生活介護または自立訓練、就労移行支援の対象者に対し、日中活動と合わ

せて、夜間等における入浴、排せつ、食事の介護等を提供します。 
  

サービス名 単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

共同生活介護共同生活介護共同生活介護共同生活介護    
（（（（ケアホームケアホームケアホームケアホーム））））    

11人分 12人分 12人分 12人分 

共同生活援助共同生活援助共同生活援助共同生活援助    
（（（（グループホームグループホームグループホームグループホーム））））    

2人分 2人分 2人分 2人分 

施設入所支援施設入所支援施設入所支援施設入所支援    

月 

35人分 36人分 37人分 37人分 

＊:人分は利用者実人数に相当 

＊:施設入所支援やグループホーム等の利用者は、サービス利用調整を利用施設等が調整を行うの

で対象とはなりません。 

 

サービス名 内 容 

計画相談支援計画相談支援計画相談支援計画相談支援    
障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障がい者（児）

を対象に、支給決定時のサービス等利用計画・障害児支援利用計画案

の作成やサービス事業者等と連絡調整、モニタリング等を行います。 

地域相談支援地域相談支援地域相談支援地域相談支援    
（（（（地域移行支援地域移行支援地域移行支援地域移行支援））））    

施設の入所者及び入院中の精神障がい者の地域生活の準備を支援しま

す。 

地域相談支援地域相談支援地域相談支援地域相談支援    
（（（（地域定着支援地域定着支援地域定着支援地域定着支援））））    

単身の人や家庭の状況などにより支援を受けられない人に対して、安

定した地域生活のための相談支援を行います。 
  

サービス名 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

計画相談計画相談計画相談計画相談支援支援支援支援    ４人 ６人 ８人 

地域相談支援地域相談支援地域相談支援地域相談支援    
（（（（地域移行支援地域移行支援地域移行支援地域移行支援））））    

1人 1人 1人 

地域相談支援地域相談支援地域相談支援地域相談支援    
（（（（地域定着支援地域定着支援地域定着支援地域定着支援））））    

月 

1人 1人 1人 

＊:利用者実人数 

＊:平成24年度からの新設事業のため、平成23年度までの実績はありません。 
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地域生活支援事業 

 

「障害者自立支援法」では、障がいのある人の地域での生活をより効果的に支援す

るために、市町村が実施主体となり地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業が

位置づけられています。町では、コミュニケーション支援や日常生活用具の給付、移

動支援といった必要不可欠な支援を中心に地域生活支援事業として以下の事業を実施

します。 

 

事業名 内容 サービス名 
平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

障害者相談 
支援事業 １か所 １か所 １か所 １か所 

地域自立支援 
協議会 実施 実施 実施 実施 

相談支援機能 
強化事業 未実施 実施 実施 実施 

住宅入居等 
支援事業 未実施 未実施 未実施 未実施 

障害者相談障害者相談障害者相談障害者相談    
支援事業支援事業支援事業支援事業    

障 が い 者 等 か ら の
相 談 に 応 じ 、 必 要
な 情 報 の 提 供 、 障
が い 福 祉 サ ー ビ ス
の 利 用 支 援 、 障 が
い 者 等 の 権 利 擁 護
の た め に 必 要 な 援
助 を 行 い 、 障 が い
者 等 が 自 立 し た 日
常 生 活 又 は 社 会 生
活 を 営 む こ と が で
き る よ う に 支 援 し
ます。 

成年後見制度 
利用支援事業 ０人 １人 １人 １人 

コ ミ ュ ニ ケ ーコ ミ ュ ニ ケ ーコ ミ ュ ニ ケ ーコ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ンシ ョ ンシ ョ ンシ ョ ン 支 援 事支 援 事支 援 事支 援 事
業業業業    

意思疎通を図る こ
と に 支 障 の あ る 障
が い 者 等 に 、手話
通訳等 の 方法に よ
り 、 障 が い 者 等 と
の意思疎通を仲介
し 、意思疎通の円
滑化を図ります。 

手話通訳者・要約
筆記者派遣事業 

８人 

180件 

９人 

203件 

10人 

225件 

11人 

248件 

日常生活用具日常生活用具日常生活用具日常生活用具    
給付等事業給付等事業給付等事業給付等事業    

重 度 障 が い 者 等 に
対し、日常生活用具
を 給付又 は貸与す
ることで、日常生活
の便宜を図ります。 

日常生活用具 
給付等事業 50件 55件 60件 65件 

移動支援事業移動支援事業移動支援事業移動支援事業    

社会生活上必要不可
欠な外出及び余暇活
動等、社会参加のた
めの外出が円滑に外
出できるよう、移動
を支援します。 

移動支援事業 
16人分 

55時間 

17人分 

55時間 

17人分 

55時間 

18人分 

55時間 

地域活動支援 
センター 
基礎的事業 

１か所 １か所 １か所 １か所 

地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援    
センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    

＜＜＜＜基礎的事業基礎的事業基礎的事業基礎的事業＞＞＞＞    
創作 的 活 動 ま た は
生産活 動 の 機 会 の
提供、社会との交流
等を行うものです。 
＜＜＜＜機能強化事業機能強化事業機能強化事業機能強化事業＞＞＞＞    
セン タ ー の 機 能 強
化 を図る た め に 、
専 門 職 員 の 配 置
や 、 地 域 住民ボラ
ンティア育成 、 障
が い に 対 す る普及
啓発等 の サ ー ビ ス
を実施します。 

地域活動支援 
センター 
機能強化事業 

１か所 １か所 １か所 １か所 
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地域生活移行や就労支援という重点課題に関し、計画期間最終年度の平成26年度を

目標年度として、次のような数値目標を設定します。 

 

■施設入所者の地域生活への移行  

項 目 人 数 備 考 

施設入所 者数（実 績）  

（Ａ） 
31人 

平成17年10月実績 

（第１期 障がい福 祉計 画策定時 ） 

平成26年度末 の入所者 数 

（Ｂ） 
37人 平成26年度末 の施設利 用支援の 利用見込 数 

【目標値 】地域生 活移 行数 

（Ｃ） 
3人 

（ Ａ ） の う ち 、 平 成 26年 度 末 ま で に 地 域 生

活へ移行 する者の 目標 数 

＊:「 平 成17年 10月 の 入 所 者 数（ Ａ ）」は 、身 体 障 害 者 療 護 施 設 、身 体 障 害 者 授 産 施 設 、知 的 障 害

者 更 生 施 設 （ 入 所 ） 及 び 知 的 障 害 者 授 産 施 設 （ 入 所 ） に 入 所 し て い る 者 の 合 計 数 

 

■入院中の精神障がい者の地域生活への移行  

項 目 人 数 備 考 

退院可能 な精神障 がい 者数 ４人 
県 調 査 に お け る 退 院 可 能 精 神 障 が い 者 数 に

基づき、 三芳町の 数値 として算 出した値 

【目標値 】減少数 ４人 
上記のう ち、平 成26年 度末まで に減少を 目指

す数 

 
■就労支援、一般就労の利用  

①福祉施設から一般就労への移行 

項 目 人 数 備 考 

平 成 17年 度 の 年 間 一 般 就 労

者数（実 績） 
－ 

平成17年度に おいて福 祉施設を 退所し 、一般

就労した 人の数 

【目標値 】年間一 般就 労者数 ３人 
平成26年度に おいて施 設を退所 し、一 般就労

する人の 数 

②就労移行支援事業の利用者数 

項 目 人 数 備 考 

平 成 26年 度 末 の 福 祉 施 設 利

用者数（ 見込み） 
96人 

平 成 26年 度 末 に お い て 福 祉 施 設 を 利 用 す る

人の数 

【目標値】平成26年度 の就労

移行支援 事業の利 用者 数 
6人 

平 成 26年 度 に お い て 就 労 移 行 支 援 事 業 を 利

用する人 の数 

③就労移行支援（Ａ型）事業の利用者の割合 

項 目 人 数 備 考 

平 成 26 年 度 末 の 就 労 継 続 支

援(A型)事業の利 用者数  
２人 

平成26年度末 において 就労継続 支援（Ａ 型）

事業を利 用する人 の数  

平 成 26 年 度 末 の 就 労 継 続 支

援(B型)事業の 利用者 数  
28人 

平成26年度末 において 就労継続 支援（Ｂ 型）

事業を利 用する人 の数  

平 成 26 年 度 末 の 就 労 継 続 支

援(A型+B型)事業の 利 用者数 
30人 

平成26年度末 において 就労継続 支援（ Ａ型＋

Ｂ型）事 業を利用 する 人の数 

【目標値】平成26年度末の就労継

続支援(A型)事業の利用者の割合 
6.7％ 

平 成 26年 度 末 に お い て 就 労 継 続 支 援 事 業 を

利用す る人の うち、 就 労継続 支援（ Ａ型） 事

業を利用 する人の 割合  
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■専門的な人材の育成と確保  

多様化・高度化する利用者のニーズに迅速に対応できるよう、社会福祉士や保

健師、精神保健福祉士、手話通訳者など、障がい福祉に関する専門職員の育成や

確保を図るとともに、資質の向上に努めます。 

■確実な情報提供  

「障害者自立支援法」の改正など、サービス提供の基盤となる法律の改正が相

次いでいます。サービスの対象となる人や利用の方法、サービス体系の変化など

について、利用者や住民、事業者に対し、ホームページや声の広報なども活用し、

様々な機会を捉えて確実に情報提供を行います。 

■施設整備の方針  

グループホームを含め、各種の施設等の整備においては、周辺市町や関係団体

と連携した対応が不可欠です。広域的な対応が必要な施設等の整備に関しては、

近隣市町や社会福祉協議会、サービス事業者などとの連携を強化し、既存の事業

や施設の活用も視野に入れた解決策の検討や共同事業により、必要な量の確保に

努めます。 

■サービスが利用しやすい環境づくり  

誰もが使いやすく、満足のいくサービスとしていくために、サービス内容や提

供方法などについて、利用者やその家族、事業者の意見やニーズを把握し、充実

に努めます。 
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